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▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 
 （オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 

▲ＩＰ通信網サービス契約約款 別冊 
 （オープンコンピュータ通信網サービス 

（第２種オープンコンピュータ通信網サービスを除きます）） 
  
  
   第１章 総則 
 （⽤語の定義） 
第２条 この別冊においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

   第１章 総則 
 （⽤語の定義） 
第２条 この別冊においては、次の⽤語はそれぞれ次の意味で使⽤します。 

 ⽤  語 ⽤  語  の  意  味   ⽤  語 ⽤  語  の  意  味  
    38 モバイルア

クセス回線群
識別番号 

モバイルアクセスに係る第６種契約者が指定する同⼀名義の
モバイルアクセス回線番号から構成されるグループを識別す
るために当社が付与する番号 

 

  
  
料⾦表 
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  ４ 第６種契約に係るもの 
   ４－１ 適⽤ 

料⾦表 
第１表 料⾦（附帯サービスの料⾦を除きます。） 
 第１ 利⽤料⾦ 
  ４ 第６種契約に係るもの 
   ４－１ 適⽤ 

 区  分 内         容   区  分 内         容  
 (2) 品⽬及び細

⽬に係る料⾦
の適⽤ 

当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬及び
通信⼜は保守の態様による細⽬を定めます。 
ア 通信の態様による細⽬ 

  (2) 品⽬及び細
⽬に係る料⾦
の適⽤ 

当社は、料⾦額を適⽤するにあたって、次表のとおり品⽬及び
通信⼜は保守の態様による細⽬を定めます。 
ア 通信の態様による細⽬ 

 

  (イ) アクセス回線の細⽬等による区別 
Ｄ タイプ６に係るもの 
 ｆ タイプ６の各区別の適⽤ 

   (イ) アクセス回線の細⽬等による区別 
Ｄ タイプ６に係るもの 
 ｆ タイプ６の各区別の適⽤ 

 

   適        ⽤      適        ⽤   
   １ 当社は、第６種契約者が合算請求（同⼀名義の第６

種契約者に係る第６種オープンコンピュータ通信網
サービスの料⾦を合算して請求することをいいま
す。以下同じとします。）を利⽤している場合であっ

     １ 当社は、第６種契約者から申出があったときは、基
本容量シェアグループ（同⼀のモバイルアクセス回
線群識別番号に属する第６種契約であって、第６種
契約者の指定する第６種契約から構成されるグルー
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て、第６種契約者から申出があったときは、基本容量
シェアグループ（同⼀の合算請求に属する第６種契
約であって、第６種契約者の指定する第６種契約か
ら構成されるグループをいいます。以下同じとしま
す。）を設定します。この場合、基本容量シェアグル
ープの設定条件は、次のとおりとします。 

プをいいます。以下同じとします。）を設定します。
この場合、基本容量シェアグループの設定条件は、次
のとおりとします。 

   (1)〜(3) （略）      (1)〜(3) （略）   
   (4) １の合算請求に設定することができる基本容

量シェアグループの数は、１とします。 
     (4) １のモバイルアクセス回線群識別番号に設定

することができる基本容量シェアグループの数
は、１とします。 

  

   (5) （略）      (5) （略）   
   ２〜16 （略）      ２〜16 （略）   
         17 第６種契約者は、あらかじめ次に掲げる条件に同

意の上で当社に申出を⾏うことにより、Ｗｅｂフィ
ルタリング機能を含まないテレワーク・スタートパ
ックコースを利⽤することができます。 

  

         (1) モバイルアクセス回線群識別番号が新たに付
与されることとなる申込みと同時の場合に限り、
その申出を⾏うことができること。 

(2) そのモバイルアクセス回線群識別番号に帰属
する第６種契約において、Ｗｅｂフィルタリング
機能の有無を混在させることはできないこと。 

(3) その申出後、Ｗｅｂフィルタリング機能を含む
テレワーク・スタートパックへの変更はできない
こと。 

  

   
Ｅ タイプ７に係るもの 

    
Ｅ タイプ７に係るもの 

 

   区 別 内        容      区 別 内        容   
   （略） （略）      （略） （略）   
   備考      備考   
   ４ 当社は、第６種契約者が合算請求（同⼀名義の第

６種契約者に係る第６種オープンコンピュータ通
     ４ 当社は、第６種契約者から申出があったときは、

基本容量シェアグループを設定します。この場合、
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信網サービスの料⾦を合算して請求することをい
います。以下同じとします。）を利⽤している場合
であって、第６種契約者から申出があったときは、
基本容量シェアグループ（同⼀の合算請求に属す
る第６種契約であって、第６種契約者の指定する
第６種契約から構成されるグループをいいます。
以下同じとします。）を設定します。この場合、基
本容量シェアグループの設定条件は、次のとおり
とします。 

基本容量シェアグループの設定条件は、次のとお
りとします。 

   (1) （略）      (1) （略）   
         (2) １のモバイルアクセス回線群識別番号に設

定することができる基本容量シェアグループの
数は、１とします。 

  

   (2) （略）      (3) （略）   
        
 (7) モバイルア

クセスの利⽤
の場合の定額
利⽤料の加算
額の適⽤ 

イ 当社は、第６種オープンコンピュータ通信網サービスのタ
イプ６（30MBプラスコースに係るものに限ります。）につい
て、モバイルアクセスの利⽤の場合の定額利⽤料の加算額を
次のとおり適⽤します。 

  (7) モバイルア
クセスの利⽤
の場合の定額
利⽤料の加算
額の適⽤ 

イ 当社は、第６種オープンコンピュータ通信網サービスのタ
イプ６（30MBプラスコースに係るものに限ります。）につい
て、モバイルアクセスの利⽤の場合の定額利⽤料の加算額を
次のとおり適⽤します。 

 

 (イ) (ア)の場合において、第６種契約者が合算請求を利⽤
しているときは、１の合算請求における全ての第６種契約
（30MBプラスコースのものに限ります。）について、１の
料⾦⽉における通信量及び無料通信量をそれぞれ合計し、
その通信量の合計が無料通信量の合計を超える場合に限
り、その超えた部分について加算額を適⽤します。この場
合において、当社は、その料⾦⽉においてサービスの提供
を開始した第６種契約⼜は解除した第６種契約を、それぞ
れの合計に含めないこととします。 

  (イ) (ア)の場合において、１のモバイルアクセス回線群識
別番号に複数の第６種契約が帰属するときは、１のモバイ
ルアクセス回線群識別番号における全ての第６種契約
（30MBプラスコースのものに限ります。）について、１の
料⾦⽉における通信量及び無料通信量をそれぞれ合計し、
その通信量の合計が無料通信量の合計を超える場合に限
り、その超えた部分について加算額を適⽤します。この場
合において、当社は、その料⾦⽉においてサービスの提供
を開始した第６種契約⼜は解除した第６種契約を、それぞ
れの合計に含めないこととします。 

 

  
 
 


